
 

○新ひだか町低入札価格調査制度取扱要領 

令和８年３月２７日 

訓令第７号 

新ひだか町低入札価格調査制度取扱規程（平成１８年訓令第４９号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、新ひだか町が一般競争入札又は指名競争入札（以下「入札」という。）

により工事又は製造その他についての請負（以下「工事等」という。）の契約を締結しよ

うとする場合において、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」とい

う。）第１６７条の１０第１項（同令第１６７条の１３により準用する場合を含む。）の

規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を調査（以下「低

入札価格調査」という。）のうえ落札者としないときの取扱い等について定める。 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 直接工事費 工事の予定価格算出の基礎となった直接工事費をいう。 

（２） 共通仮設費 工事の予定価格算出の基礎となった共通仮設費（二次労務費等共通

仮設費に相当するものを含む。）をいう。 

（３） 現場管理費 工事の予定価格算出の基礎となった現場管理費（現場経費、工場管

理費、据付間接費等現場管理費に相当するものを含む。）をいう。 

（４） 一般管理費等 工事又は委託業務の予定価格算出の基礎となった一般管理費等（保

証経費を含む。）をいう。 

（５） 直接人件費 委託業務の予定価格算出の基礎となった直接人件費をいう。 

（６） 特別経費 委託業務の予定価格算出の基礎となった特別経費をいう。 

（７） 技術料等経費 委託業務の予定価格算出の基礎となった技術料等経費をいう。 

（８） 諸経費 委託業務の予定価格算出の基礎となった諸経費をいう。 

（９） 直接経費 委託業務の予定価格算出の基礎となった直接経費をいう。 

（１０） その他原価 委託業務の予定価格算出の基礎となったその他原価をいう。 

（１１） 直接調査費 委託業務の予定価格算出の基礎となった直接調査費をいう。 

（１２） 間接調査費 委託業務の予定価格算出の基礎となった間接調査費をいう。 

（１３） 解析等調査業務費 委託業務の予定価格算出の基礎となった解析等調査業務費

をいう。 



 

（１４） 直接測量費 委託業務の予定価格算出の基礎となった直接測量費をいう。 

（１５） 測量調査費 委託業務の予定価格算出の基礎となった測量調査費をいう。 

（１６） 直接業務費 委託業務の予定価格算出の基礎となった直接業務費をいう。 

（対象工事及び業務） 

第３条 低入札価格調査の対象となる工事等は予定価格が新ひだか町財務規則（平成１８年

規則第３０号）第１３８条第１項に規定する金額を超える工事等とする。ただし、予定価

格が同規則に規定する金額以下の工事等であっても、町長が認めた場合は、この限りでな

い。 

（工事の調査基準価格の設定） 

第４条 工事の低入札価格調査を行う場合の基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）

は、次の各号に定める額の合計額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額）に１００分の１１０を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額）とする。ただし、その額が予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額

を超える場合にあっては、予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額（その額に１円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、予定価格に１０分の７．５を乗じて得

た額に満たない場合にあっては、予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額（その額に１

円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）とする。 

（１） 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

（２） 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

（３） 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

（４） 一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

２ 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、調査基準価格を工事の予定

価格に１０分の７．５を乗じたものから１０分の９．２を乗じたものまでの範囲内で適宜

に設けることができる。 

３ この訓令を適用する工事には、低入札価格調査基準価格の設定調書（別記様式第１号）

を作成するものとする。 

４ この訓令を工事に適用するときは、当該工事の一般競争入札の告示又は指名競争入札の

参加者の指名に係る通知において、その旨を明示するものとする。 

（委託業務の調査基準価格の設定） 

第５条 委託業務の調査基準価格は、委託業務の種類ごとに次の各号（第６号は除く。）に

定める額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）に１００分の１



 

１０を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、

第６号に定める額については、その額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切

り捨てた額）とする。ただし、一の契約の中に二以上の委託業務が含まれる場合は、委託

業務の種類ごとに算出した額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額）の合計額に１００分の１１０を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額）とする。この場合において、第６号及び次項中「予定価格」とある

のは「業務価格」と読み替えるものとする。 

（１） 測量にあっては、直接測量費の額、測量調査費の額及び諸経費の額に１０分の５

を乗じて得た額の合計額 

（２） 地質調査にあっては、直接調査費の額、間接調査費の額に１０分の９を乗じて得

た額、解析等調査業務費の額に１０分の８を乗じて得た額及び諸経費の額に１０分の５

を乗じて得た額の合計額 

（３） 設計（土木）にあっては、直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に１

０分の９を乗じて得た額及び一般管理費等の額に１０分の５を乗じて得た額の合計額 

（４） 設計（建築）にあっては、直接人件費の額、特別経費の額、技術料等経費の額に

１０分の６を乗じて得た額及び諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額の合計額 

（５） 維持点検等にあっては、直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額、共通

仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額、現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額

及び一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額の合計額 

（６） 草刈清掃等にあっては、予定価格に１０分の９を乗じて得た額 

２ 前項の規定により算出した額が、次の各号に定める範囲外となる場合にあっては、前項

の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 

（１） 測量については、その額が予定価格に１０分の８．２を乗じて得た額を超える場

合にあっては、予定価格に１０分の８．２を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）とし、予定価格に１０分の６を乗じて得た額に満た

ない場合にあっては、予定価格に１０分の６を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

があるときは、これを切り上げた額）とする。 

（２） 地質調査については、その額が予定価格に１０分の８．５を乗じて得た額を超え

る場合にあっては、予定価格に１０分の８．５を乗じて得た額（その額に１円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額）とし、予定価格に３分の２を乗じて得た額に満

たない場合にあっては、予定価格に３分の２を乗じて得た額（その額に１円未満の端数



 

があるときは、これを切り上げた額）とする。 

（３） 設計（土木）については、その額が予定価格に１０分の８．１を乗じて得た額を

超える場合にあっては、予定価格に１０分の８．１を乗じて得た額（その額に１円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、予定価格に１０分の６を乗じて得た

額に満たない場合にあっては、予定価格に１０分の６を乗じて得た額（その額に１円未

満の端数があるときは、これを切り上げた額）とする。 

（４） 設計（建築）については、その額が予定価格に１０分の８．１を乗じて得た額を

超える場合にあっては、予定価格に１０分の８．１を乗じて得た額（その額に１円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、予定価格に１０分の６を乗じて得た

額に満たない場合にあっては、予定価格に１０分の６を乗じて得た額（その額に１円未

満の端数があるときは、これを切り上げた額）とする。 

（５） 維持点検等については、その額が予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超

える場合にあっては、予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額（その額に１円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、予定価格に１０分の７．５を乗じて得

た額に満たない場合にあっては、予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額（その額に

１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）とする。 

３ 第１項各号に定める以外の委託業務の種類にあっては、業務内容に応じて調査基準価格

の適用の可否を判断し適宜に定めるものとする。 

４ 一の契約の中に二以上の委託業務が含まれる場合、調査基準価格の設定範囲を算出する

場合の委託業務の種類ごとの業務価格については、その額に１万円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額とする。 

５ この訓令を適用する委託業務には、低入札価格調査基準価格の設定調書（別記様式第２

号から別記様式第７の７号まで）を作成するものとする。 

（工事の失格基準価格の設定） 

第６条 対象工事の入札において、その入札価格によっては、契約の内容に適合した履行が

なされないおそれがあることから、失格と判断する基準を設けるものとする。 

２ 前項に規定する基準となる価格（以下「失格基準価格」という。）は、次の各号に定め

る額の合計額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）に１００分

の１１０を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）

とする。ただし、その額が予定価格に１０分の８．７を乗じて得た額を超える場合にあっ

ては、予定価格に１０分の８．７を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、



 

これを切り捨てた額）とする。 

（１） 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

（２） 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

（３） 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

（４） 一般管理費等の額に１０分の３を乗じて得た額 

３ この訓令を適用する工事には、失格基準価格の設定調書（別記様式第８号）を作成する

ものとする。 

（予定価格調書の作成） 

第７条 調査基準価格を設定したときは、当該調査基準価格を記載した予定価格調書（別記

様式第９号）を作成するものとする。 

（入札の執行） 

第８条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われたときは、入札者

に対して「保留」を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。 

２ 入札執行者は、失格基準価格を下回る入札が行われたときは、当該入札をした者を落札

者としないものとする。このとき、入札執行者は当該入札をした者に対し、政令第１６７

条の１０第１項（同令第１６７条の１３により準用する場合を含む。）の規定により「失

格」の宣言を告げるものとする。 

（落札決定の審議） 

第９条 入札執行者は、前条の規定により落札者の決定を保留とした場合は、新ひだか町競

争入札審査委員会規程（令和４年訓令第１２号）第６条に規定する新ひだか町競争入札審

査委員会小委員会（以下「小委員会」という。）において審議するものとする。 

（低入札価格調査の実施） 

第１０条 小委員会は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者について調査する場合

は、入札価格の積算内訳書を提出させるほか、必要に応じて次の各号に掲げる事項につい

て入札者からの事情聴取、関係機関への照会等を行うものとする。 

（１） 当該工事等を行うに当たって当該入札者が予定している労務者又は技術者、資材

等の量及びそれらの調達等に関する事項 

（２） 前号の適否 

（３） 特別な事由により市場価格より低い価格で労務者又は技術者、資材等の調達がで

きるとの主張がある場合におけるその適否 

（４） 当該入札者の経営状態 



 

（５） その他必要な事項 

（落札者の決定等） 

第１１条 前条の調査の結果、調査基準価格に満たない価格で入札を行った者のうち、最低

の価格で入札を行った者（以下「最低価格入札者」という。）の入札価格により当該契約

の内容に適合した履行がされると認めたときは、当該最低価格入札者を落札者とし、入札

結果通知書（別記様式第１０号）により当該落札者及び他の入札者に通知するものとする。 

２ 前条の調査の結果、最低価格入札者の入札価格によっては当該契約の内容に適合した履

行がなされないおそれがあると認めたときは、最低価格入札者を落札者とせず、予定価格

の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者

（以下「次順位者」という。）を落札者として決定するものとする。ただし、次順位者の

入札価格が調査基準価格を下回る価格であった場合は、当該次順位者について前条と同様

の手続による調査を行うものとする。 

３ 前項ただし書により、次順位者の調査を行う場合にあっては、当該次順位者を最低価格

入札者として、前２項の規定を適用するものとし、落札者が決定するまで、又は次順位者

がいなくなるまで調査を行うものとする。 

４ 第２項の規定により次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者、次順位者及

び他の入札者に対して入札結果通知書により通知するものとする。 

５ 前条の調査の結果、落札者がいないときは、全入札者に対して入札不調通知書（別記様

式第１１号）により通知するものとし、当該契約に係る入札については再度公告入札を行

うことができるものとする。 

６ 第１項、第４項及び第５項に規定する通知は、入札結果の公表をもって代えることがで

きるものとする。 

（工事監督体制の強化等） 

第１２条 最低価格入札者が落札した工事等を監督するときは、別に定める措置をとるもの

とする。 

（雑則） 

第１３条 この訓令に定めるもののほか、低入札価格調査制度に関し必要な事項は、町長が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 



 

（経過措置） 

２ この訓令による改正後の新ひだか町低入札価格調査制度取扱要領の規定は、この訓令の

施行日以後に締結する契約に係る入札から適用し、同日前に締結する契約に係る入札につ

いては、なお従前の例による。 

 


